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1 日野市における行政評価の概要 

行政サービスは、絶えず変化する社会情勢や技術、社会的資源、環境などに柔軟に適合させた上

で、効率的かつ効果的に提供できるよう、不断の見直しが求められます。 

各事業は、所管部署において自発的に見直しがなされています。しかし、異なる視点（市民や他部

署の職員の目線）から客観的に事業を評価することが、より多くの気づきを得ることにつながり、ま

た、それによって事業をより良い方向性や内容に改めることが可能となります。 

そこで、日野市では、「行政評価」という制度により、市民委員のご意見もいただきつつ、組織全

体で事業の見直しを毎年度実施しています。 

 

 行政評価の目的 

市政に関し、限りある経営資源（税収を始めとした財源、人員、施設、情報等）を効率的に活用し、

最大の効果を得ることを目的としています。 

時代の変化とともに市民等の需要に的確に応えることができなくなった事業を抜本的に見直し、

市政全体の最適化の観点から、経営資源を優先度の高い事業へとシフトします。また、必要性が失わ

れていない事業については、より効果的な事業内容・より効率的な手法に刷新を図ります。 

①地方自治法の要請「最少の経費で最大の効果」 

地方自治法第 2条第 14項には、「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福

祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と規

定されています。 

②内部統制の目的「業務の効率的かつ効果的な遂行」 

また、日野市では、地方自治法第 150条第 2項に基づき令和 3年 8月 23日に『日野市内部統

制基本方針』を定め、内部統制制度を導入しました。基本方針には、総務省が平成 31年 3月に発

出した『地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン』に示される内部統制の目

的のうちの一つである「業務の効率的かつ効果的な遂行」に対応し、「行政評価システム」に取り

組むよう定めています。 
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2 令和 7 年度行政評価の実施方法 

 実施体制 

① 市民、事業者等 

市民、事業者等（以下、「市民等」という。）は評価対象事業に関する意見を表明します。 

なお、市民等への意見募集にあたっては、インターネット上で不特定多数の方がリアルタ

イムで意見投稿、意見交換が可能なサイト「日野市地域共創プラットフォーム（以下「地

域共創 PF」という。）（https://hinotane.liqlid.jp/）」を使用します。 

② 行財政改革推進委員会 

行財政改革推進委員会（以下、「行革推進委員会」という。）は、日野市の行財政改革の推

進に向けて、幅広い見地から意見・提言を行うことを目的とした委員会です。令和 7年度

より、所掌事務に行政評価が追加され、自らも地域共創プラットフォーム上で意見を表明

しつつ、市民・事業者等からの意見の取りまとめ、市民評価意見の提示を行います。 

③ 行財政改革推進本部 

市長、副市長、各部長により組織される会議体です。評価対象の選定や評価について、評

価意見等の意見を踏まえて検討します。 

 

 

 令和 7 年度行政評価の流れ 

 時期 内容 

① 9月 評価対象となる事業の選定にあたり、庁内各部署を対象に募集を実施。 

② 10月 庁内募集の結果を踏まえ、行財政改革推進本部で評価対象事業を選定。 

図 1 行政評価の実施体制 

https://hinotane.liqlid.jp/
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③ 10～11月 評価対象事業所管部署において、意見募集のための資料を作成。 

④ 11～12月 市民意見を募集。意見募集にあたっては、地域共創 PFを使用。市民等が意見

投稿を行う際の参考資料として、③にて所管部署が作成した資料を前提情報

として提示。 

※なお、本年度は、来庁者等から意見をいただくことを目的に「意見投票箱」

を設置し、紙での意見募集の受付を行いました。 

⑤ 12月 市民等から寄せられた意見及び行革推進委員会委員の意見を基に、評価意見

を『日野市行政評価 市民評価意見書』として委員会がとりまとめ、市に提出。

（市民評価） 

⑥ 1～2月 市民評価の結果を踏まえ、行財政改革推進本部の構成員のうち理事者及び企

画部職員により所管部署に対しヒアリングを行い、評価対象事業の評価素案

を作成。 

⑦ 1～2月 「⑥ 評価案」を行財政改革推進本部で検討し、最終評価案として確定した後、

市長決裁により決定。（本部評価） 

⑧ 2月 「⑤ 本部評価」と「⑦ 市民評価」の結果を公表。また、各所管部署に結果を

伝えます。 

⑨ 3月～ 所管部署において、評価結果を踏まえた各事業の改善・見直しを検討。 

⑩ - （次年度以降）理事者ヒアリング等により、改善状況の進捗を確認。 

 

 

 

 

図 2 行政評価の流れ 
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 行政評価の視点 

市民等により評価対象事業へ意見を投稿するに当たっては、次の視点に立ち、それぞれに設

定された問を念頭に置いて評価を行いました（詳細資料は巻末に掲載）。 

本部評価においては、行革推進委員会の意見を踏まえ、総合的な視点から評価を実施しまし

た。 

視点 問い 

①公益的必要性 
事業目的は、公益としての市民ニーズに照らして妥当なものですか？ 

行政の関与のあり方として、市が直接担う必要がある事業ですか？ 

②有効性及び効

率性 

費用対効果は十分ですか？ 

得ようと意図した効果と、実際に得られている効果は一致していますか？ 

③公平性 

効果は、行政目的からみて、公平に分配されていますか？ 

利用者の費用負担と、利用していない市民の費用負担（税金）との割合は、

行政目的に照らして適切ですか？ 

事業の過程で、第三者との公平性が損なわれていませんか？ 

④持続可能性 

環境負荷の観点から、将来への負の影響を残していませんか？ 

経済負担の観点から、将来世代へのコストの付け回しがされていませんか？ 

将来的に人口（担い手）や財源が減少することを踏まえてもなお、持続可能

な事業設計になっていますか？ 

（⑤優先性） 
行政評価の各視点からみて有益な事業だとしても、他の事業よりも優先すべ

きですか？ 
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3 評価対象事業及び事業概要 

評価対象事業については、庁内募集及び行財政改革推進本部において以下の 1 事業を選定し、評

価しました。 

 評価対象事業 

評価対象事業 窓口時間・土曜開庁について 

市所管部署 
［市民部］市民窓口課、保険年金課、納税課、七生支所 

［企画部］企画経営課 

※ 評価対象を土曜開庁を実施している窓口の所管課に限定しています。 

 事業概要 

評価対象事業 窓口時間・土曜開庁について 

対象となる窓口 以下の 4部署の窓口。 

窓口名 主な業務内容 

市民窓口課 
住所の異動業務、証明書発行（住民票・戸籍・税証明等）、印

鑑登録、マイナンバー関係手続き、おくやみ窓口対応 など 

七生支所 
証明書発行（住民票・戸籍・税証明等）、印鑑登録、マイナン

バー関係手続き、国民健康保険資格確認書等の発行 など 

保険年金課 

国民健康保険（資格・給付の申請受付、保険税の賦課 など） 

国民年金（加入届出、保険料の免除手続き など） 

後期高齢者医療制度（資格・給付の申請受付 など） 

納税課 

市税等の収納・滞納管理に関すること、市税等の口座振替に

関すること、市税等の納付に関する相談受付（納税相談） な

ど 
 

行政評価対象事

業とした経緯 

⚫ 近年、人口構造の変化による働き手の減少、市税収入の減少、デジタル化

の進展など社会情勢が大きく転換。 

⚫ 限られた人的・財政的資源と変化する社会の中で、市民サービスの維持・

向上に向け、「窓口時間・土曜開庁」のあり方を検討していく必要があると

考えられるため、行政評価対象事業としたもの。 

現 状 の 窓 口 

開 庁 時 間 

平 日 … 8:30 ～ 17:00 

土曜日 … 8:30 ～ 17:00（毎週） 

※ 令和 6年（2024年）5月より全庁で 15分短縮（～17:15→17:00） 

※ 職員の勤務時間は 8:30～17:15 

窓口開庁にかか

る主なコスト 

⚫ 人件費 

⚫ 委託料（フロア案内等業務、窓口受付システム導入業務 など） 

⚫ 利用料（住民情報システム住民記録系業務システム、施設借上料、住民情

報システム収滞納管理業務システム など） 
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4 市民評価意見結果（概要） 

地域共創 PFに寄せられた意見数、及び評価意見結果の概要は以下のとおりです。また、今回は地

域共創 PFの「投票機能」を使用し、意見募集とあわせて、開始時間、終了時間、土曜開庁に関する

投票を実施しました。 

 評価意見・投票数 

評価意見数 ※1 地域共創 PF 紙・他 

29件 3件 

 

投票数 地域共創 PF 紙・他 

 投票①：開始時間について 23件 4件 

投票②：終了時間について 22件 4件 

投票③：土曜開庁について 22件 4件 

  67件 12件 

※1 意見への返信については件数に含めていません。また、文字数制限等により複数回に 

分けて投稿しているケースも見られますが、それぞれ別カウントしています。 

 地域共創 PF に寄せられた意見総括 

⚫ 平日昼間に窓口を利用できない市民が一定数存在するため、そうした市民への利用機会を確

保すべきであるとして、土曜開庁の継続や平日窓口時間の工夫を求める意見が多く寄せられ

た。 

⚫ 土曜開庁については、市民サービスとしての必要性を求める意見がある一方、人件費の増大

や職員のワークライフバランスへの影響を懸念する声がある。開庁日数や時間を一律に設定

するのではなく、業務量や時期に応じた運営の在り方を検討すべきとする意見があった。 

⚫ 加えて、オンライン申請、郵送手続、コンビニ交付などが進んでいる現状を踏まえ、来庁を

前提としない行政サービスの更なる展開を進めるべきとの意見が寄せられた。 

⚫ また、窓口業務そのものの処理方法や待ち時間など、デジタル化の推進や体制面の改善によ

って、限られた人員でも効率的な運営を図るなど、今後の窓口業務の在り方について検討が

必要であるとの意見があった。 

⚫ 地域共創 PF や行政評価の進め方について、意見募集ページや提示資料が分かりにくく、判

断に必要な情報が十分に示されていない、また、窓口時間を短縮すれば人員減・税収減の問

題が解決できるような示され方となっており、窓口時間短縮ありき、誘導に感じるなどの指

摘があった。 

 投票結果概要 

項目 タイトル 

投票① 

開始時間 

開始時間は何時からがいいと思いますか。 

【A】8:30より前にして窓口体制を充実させ、他の施策を「削減」 

【B】8:30にして、現状維持 
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【C】8:45にして、人口・税収減に耐えつつ、他の施策を「実施」 

【D】9:00にして、人口・税収減に耐えつつ、他の施策を「より多く実施」 

投票② 

終了時間 

終了時間は何時がいいと思いますか？ 

【A】17:00より後ろにして窓口体制を充実させ、他の施策を「削減」 

【B】17:00にして、現状維持 

【C】16:45にして、人口・税収減に耐えつつ、他の施策を「実施」 

【D】16:30にして、人口・税収減に耐えつつ、他の施策を「より多く実施」 

投票③ 

土曜開庁 

土曜開庁はどのくらい必要だと思いますか？ 

【A】毎週実施して、現状維持又はより拡充 

【B】業務内容に応じ、時間・回数を縮小・廃止して人口・税収減に耐えつつ、他

の施策を「実施」 

【C】土曜開庁を終了して、人口・税収減に耐えつつ、他の施策を「より多く 

実施」 

 

【結果総括】 

⚫ 窓口の開始時間・終了時間・土曜開庁のいずれについても、「現状維持」や「拡充」を選択した回答

は少数にとどまり、窓口時間や体制を見直し、その分を他の施策に振り向けるべきとする選択が多

数を占めた。 

⚫ 開始時間については、8:30 から 9:00 に遅らせることで他の施策をより多く実施する【D】が大多

数を占めており、窓口時間の維持・早朝開庁を要望する意見は少数であった。 

⚫ 終了時間については、17:00 から 16:30 の短縮により他の施策をより多く実施する【D】が多数を

占めており、窓口時間の維持・延長よりも、業務全体の見直しや政策への転換を重視する傾向が

見られた。ただ、開始時間と比べると、その傾向はやや弱まっている。 

⚫ 土曜開庁については、業務内容に応じて時間や回数を見直す、または終了することで他の施策を

優先すべきとする回答が過半を占めた。一方で、現状維持である毎週実施、また、拡充を求める意

見も半数近く存在しており、この点は平日の開始時間・終了時間とはやや異なる傾向が見られた。 
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5 評価結果 

以下、本部評価の結果を記載します。 

なお、参考として行革推進委員会意見についても記載しています。 

 

 視点別の評価結果 

公益的必要性 

評価 

結果 

事務手続きによって、公益的必要性の高低が認められる 

⚫ 市民の平日来庁が困難な層（共働き、会社員等）への配慮として、窓口サービスの確

保は最低水準として必要との市民意見が多数あり。土曜開庁は「公益的必要性のレベ

ルで必要」との認識が示されており、一定の確保が必要と考えられる。 

⚫ 一方、手続きの多くをオンライン化・来庁不要化することで、マイナンバー関連等の

対面が不可欠な手続に資源を集中させるべきとの意見も多数あり。対面必須業務の対

応強化が必要。 

⚫ 部署別では、納税課は土曜開庁の公益的必要性が低く（平均相談 4件／日で、コア相

談は月 1件程度、収納はコンビニ・キャッシュレスで代替可能）、市民窓口課はマイナ

ンバー更新等の対面ニーズが増加しており、土曜開庁の公益性が高いと整理できる。 

⚫ 市が直接担う必要がある業務の範囲の見直しに関する意見が寄せられており、委託・

外部人材の活用等について検討が必要である。 

 

有効性及び効率性 

評価 

結果 

短縮により効率性が向上する可能性がある 

⚫ 試算では窓口時間の短縮、土曜開庁を常設→隔週とすることでそれぞれ年間数千万円

のメリットが見込まれる。コスト面では見直しの必要性が認められる。 

⚫ 市民アンケートでは開始時間短縮（8:30→9:00、8:45）が多数、終了時間も短縮

（17:00→16:30）が過半。短縮に対する市民理解は一定得られていると考えられる。 

⚫ 窓口システム立ち上げ等の準備時間や朝礼時間確保を考慮した短縮は、職員の業務効

率や情報共有の強化等の効果が期待される。 

⚫ オンライン申請の拡充が窓口来庁数の減少に寄与することから、窓口時間短縮はデジ

タル施策と組み合わせて進めていく必要がある。 

⚫ 納税課は土曜開庁の実効性が低く、代替手段（納付書送付、コンビニ・キャッシュレ

ス）により効果が同等以上に確保可能であることから、継続の必要性は相対的に低い

と考えられる。 

 

公平性 

評価 

結果 

公平性の維持・改善を要するが、他の手段を含めた機会提供の検討が必要である 

⚫ 平日来庁が困難な層と利用可能な層の間で機会の差が生じているとの市民意見が多
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数。是正には土曜開庁継続・拡充、手続の更なるオンライン化が求められる。 

⚫ 納税課の納税相談者は個人事業主が多く、土曜常設の公平性上の必要性は高くない可

能性。予約制導入により、機会確保と効率化の両立が可能である。 

⚫ コンビニ交付の手数料に関し、費用負担の見直しを検討する時期に差し掛かっている。 

 

持続可能性 

評価 

結果 

窓口運営の効率化は人的財的な持続可能性を改善し得る 

⚫ 将来の人口減少・税収減を踏まえ、現行の人的運営には限界がある。DX・委託化・拠

点化等による窓口運営の持続可能性向上が今後求められる。 

⚫ 窓口時間短縮によるコスト削減は、将来の財政負担軽減に資する。職員の働き方も改

善余地がある。 

 

優先性 

評価 

結果 

業務によって差があるものの、優先度の高い業務の確実な提供を強化すべき 

⚫ マイナンバー関連（更新・電子証明書）は、届出・申請期限が設けられていることか

ら優先度が高い。土曜対応の中心的業務として位置づけるべき。 

⚫ 納税課業務の土曜開庁は、利用実態や代替手段の状況を踏まえると優先度が低く、平

日業務（滞納対策の進捗管理等）に資源を振り向けるべきである。 

 

 今後の方針・求める対応 

No 項目 内容 

1 来庁必須業務の強

化、及び代替方法の

拡充・周知 

➢ 来庁が必須であり、かつ期限が設けられているマイナンバー関連

手続き（更新・電子証明書等）については、拠点化（マイナンバ

ーセンター設置等）を含め、対応体制の充実・強化を検討してく

ださい。 

➢ 一方、代替手段が確立している業務（納税課窓口等）については、

予約制、オンライン化、コンビニ等への誘導を基本とした運営へ

の転換を含め、見直しを検討してください。 

2 窓口時間短縮に向

けた検討 

➢ 窓口時間短縮については、予約制、オンライン申請拡大、拠点化

等と一体的に進めることを前提に検討してください。 

➢ 事業・課別に KPIを設定（来庁件数、待ち時間、時間外削減、オ

ンライン申請比率等）するなど、短縮の効果および市民影響を検

証しながら進めてください。 

3 機会の公平性確保

に向けた対応を図

ること 

➢ 平日来庁が困難な層への対応として、土曜開庁や予約制、オンラ

イン申請等を組み合わせた対応の在り方について検討してくだ

さい。 

4 持続可能な運営体 ➢ 各業務について、市職員が直接処理する必要がある業務であるか
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制への転換を進め

ること 

について整理し、委託化・外部人材活用等を含めて再検討を進め

てください。 

➢ 土曜開庁に伴う振替休暇取得による平日の戦力低下を是正し、持

続可能な組織運営および改善業務に充てる業務時間の確保を図

ってください。 

 

【参考】行革推進委員会意見 

視点 公益的必要性 
有効性及び効率

性 
公平性 持続可能性 優先性 

概括 賛否両論 課題あり 賛否両論 課題あり 意見なし 

意見 
⚫ 平日に窓口を利用できない市民が一定数存在するが、オンライン申請やコンビニ交付

など、来庁を伴わない手続きが拡充している現状も踏まえると、従来どおりの「窓口」

を提供し続けるべきであるかについては、検討が必要である。（公益的必要性） 

⚫ 市民意見では現状の窓口業務の進め方や待ち時間、デジタル化などについて多くの課

題が指摘されており、市民・利用者の側からすれば十分でないと評価されている。今

回のテーマは窓口時間・土曜開庁の在り方であるが、その前提として、来庁を前提と

しない手続きのより一層の拡充を含め、市民・利用者が求めるレベルの行政サービス

の提供が求められている。（有効性及び効率性） 

⚫ 平日に窓口を利用できる市民と、仕事や生活事情により平日の利用が難しい市民との

間で、利用機会に差が生じているとの指摘が多く見られた。土曜開庁の継続やオンラ

イン手続きの拡充などにより、この差を一定程度埋めることができる。一方、利用状

況や来庁頻度を踏まえると、一律の窓口時間を設ける必要があるかは、検討の余地が

あると考える。（公平性） 

⚫ 将来、人口減少等による税収減や職員数減少が予測されており、現在の体制を前提と

した窓口運営を維持することには限界がある。問い合わせ対応の省力化や AI 等の活

用、外部人材の活用を含め、職員負担の軽減とサービス維持を両立させる仕組みづく

りが今後必要である。（持続可能性） 

⚫ 平日の開庁時間に窓口に来庁できない方々への配慮は必要だと思うが、この意見結果

から開庁時間及び土曜開庁の短縮、日数減少等について一定数の理解を得られるので

はないか。 

⚫ 開庁日および開庁時間については、土曜日を隔週あるいは月 1 回にできるようであれ

ば、勤労者の早帰りが多い曜日（例：水曜日）は時間を延長するなどの検討が必要で

ある。また、土曜開庁は毎週 3 か所で運営しているが、1 か所に集中できる体制を構

築し効率化を図り、それにより振り向けられる人員・予算の配分を、他サービスの向

上に再配分することについて具体的に明確化し、方向性を示す必要がある。 
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6 資料 

 地域共創 PF の意見投稿に関する統計 
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図 3 累計投稿数の推移 

図 4 年齢別投稿アカウント数 

図 5 投稿アカウント別の所在地 
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 行政評価の視点（詳細） 
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